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説明内容

１ 背景・現状
２ 狭あい道路対策事業の今後の方向性
３ 取組の進め方
４ 新たな取組について
５ 今後のスケジュール

狭あい道路対策事業の方向性及び新たな取組に関する
パブリックコメントの実施について

資料１

令和7年10月
まちづくり委員会での
報告内容
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１ 背景・現状

（１）狭あい道路とは

狭あい道路対策事業の方向性及び新たな取組に関するパブリックコメントの実施について

• 狭あい道路は、公道・私道を問わず、建築基準法（以下「法」という。）第42条第2項に規定された幅員４ｍ未満の道路で
す（いわゆる「2項道路」）。

• 敷地の防災、安全、交通、衛生等に支障が生じないように一定の空間を確保するため、狭あい道路沿いで建て替え等を行う
際、道路の中心から2mまで後退する必要があります。

• 後退用地に建物や門・塀を設置することが法で規制されています。

• 後退用地に支障物となる自動車の駐車や生け垣、自動販売機などを設置することや後退用地の仕上げや形状などについて
は、法で規制されていません。

• 後退用地の維持管理は土地所有者が行う必要があります。

《参考》 2項道路について

建築基準法上の道路は幅員は4ｍ以上と
されていますが、建築基準法施行時点などに
おいて、既に建物が立ち並んでいる幅員4ｍ
未満の道路で、本市が指定したものを「2項
道路」といいます。

「2項道路」は、建て替えなどを行う際には、
道路の中心から2ｍの位置まで建物や塀を
後退させる（セットバック）必要があり、将来
的に４ｍに広げていくことが目指されている
道路です。

後退用地

隅切り用地
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１ 背景・現状

（２）狭あい道路の拡幅整備の必要性

狭あい道路対策事業の方向性及び新たな取組に関するパブリックコメントの実施について

• 狭あい道路及び周辺敷地において、防災上・生活衛生上の様々な支障があり、特に災害時には道路閉塞により、避難や救
出活動に影響を及ぼすおそれがあります。

• 狭あい道路の拡幅整備については、市民が所有する敷地の一部を道路状にする必要があるため、建築物の建て替えの際に、建
築主等の理解と協力の下で進めており、

① 大規模地震の切迫性を踏まえた整備の必要性
・震災時の道路閉塞の防止・避難、救出活動の円滑化による震災被害の最小化
② 高齢化の進行を踏まえた整備の必要性
・福祉車両等の利用増加に伴う、車両通行等の円滑化
・高齢者の避難への配慮として災害時に備えた広く安全な避難経路の確保
③ 生活利便性・経済活動への影響を踏まえた整備の必要性
・宅配便やタクシーなどの通行の円滑化による生活利便性や地域経済活動の向上

といった観点から拡幅整備を迅速に進める必要があります。

塀等の倒壊で道路が閉塞しやすい 福祉車両の通行に支障がある

(全ての写真:杉並区HPより)

4



１ 背景・現状

（４）市内の狭あい道路の総延⾧

• 幅員４ｍに後退済みの道路も含め、総延⾧は約400km（両側約800km）あり、そのうち公道約310km、私道約
90kmです。

• 各区における延⾧は表のとおりです。

市全域麻生区多摩区宮前区高津区中原区幸区川崎区延⾧(km)

3073774586348198公道

884629291919私道

• 国は、令和３年に住生活基本計画で狭あい道路対策の目標を位置付け※、令和６年に好事例等を横展開するた
めに狭あい道路対策に関するガイドラインを作成したほか、拡幅整備や狭あい道路の整備方針策定への補助事
業の実施等、狭あい道路の解消に向けた取組を推進しています。

（３）国の動向

※「都市化に伴い無秩序に形成された住宅市街地における狭あい道路等の現状分析を行い、防災・ま
ちづくり部局等と連携し重点的に安全性を確保すべき地域の把握と対策を推進」することを目標とし
て位置付けています。

狭あい道路対策事業の方向性及び新たな取組に関するパブリックコメントの実施について
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１ 背景・現状

（５）市内の狭あい道路の課題

狭あい道路対策事業の方向性及び新たな取組に関するパブリックコメントの実施について

課題① 後退用地への支障物の設置
後退用地に支障物となる自動車の駐車
や生け垣、自動販売機等が置かれること
が多く、車両の通行等に支障が生じ、震
災時には道路が閉塞し、円滑な避難を
阻害する原因になります。

課題② 道路内の段差や電柱等による
通行阻害
L型側溝や電柱等が後退前の位置に
残ることで、道路内の段差や通行阻害
物となり、車両の通行や高齢者の安全
な歩行等に支障が生じている状況があ
ります。また、L型側溝が元の位置に残っ
ていると後退用地が道路と認識されにくく、
支障物の設置を誘発する可能性もあり
ます。

課題③ 後退用地の寄附の伸び悩み
課題①②に対しては、寄附等により公道化し、L型側溝や電柱等を移設し、従前の道路と後退用地を一体的に道路状に整
備することが有効ですが、狭あい協議件数（年間約700件（公道約450件））に対して寄附に至る件数が限られています。
（年間約15件）

従前の道

建て替えにより建築物の後退は進んでいま
すが、次のような課題が生じています。

電柱が緊急車両の通行に支障が生じていた事例

(杉並区HPより)

自動販売機が設置されている事例 バイク等が設置されている事例

道路内の段差
道路内に段差や道路標識がある事例
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・調査概要 令和6年12月18日～令和7年1月6日調査期間

狭あい道路沿いの居住者実施対象

返信はがき付きアンケートの投函
Logoフォーム調査方法

46件/1,223件回答件数

・調査結果のまとめ

○後退用地に物を設置し
ても問題だと感じていな
かった、物を後退用地に
置いている認識がなかっ
た、隣も出ているので物
を置いてもいいと思って
いた、という声がありま
した。

○市による後退用地の無料
舗装制度、固定資産税が非
課税になることやブロック
塀の除却補助など、既存の
市の制度を知らなかったと
いう声がありました。

○狭あい道路の拡幅の必要性、重要性、既存制度について、
狭あい協議や防災イベント等を活用し、より効果的な周知・
啓発を進める必要があります。

令和６年末から令和７年初めにかけて、現地調査
に併せて、狭あい道路沿いの居住者宅に「後退用
地に塀や自動販売機等を設置している場合の理
由」「撤去するための条件」「後退用地を寄附する条
件」等のアンケートを投函し、市民の意識調査を実
施した。

○手続の見直し、支援策の充
実等、寄附や支障物撤去につ
ながる促進策の検討が必要で
す。

（６）市民意見の調査

狭あい道路対策事業の方向性及び新たな取組に関するパブリックコメントの実施について

１ 背景・現状

○手続が容易になれば後退
用地の寄附することに前向
きな意見がありました。

○条件次第では後退用地内
の支障物の撤去に前向きな
意見がありました。
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２ 狭あい道路対策事業の今後の方向性

狭あい道路対策事業の方向性及び新たな取組に関するパブリックコメントの実施について

【狭あい道路の課題】
課題① 後退用地への支障物の設置 課題② 道路内の段差や電柱等による通行阻害 課題③ 後退用地の寄附の伸び悩み

【他都市の先進事例】
A 後退用地を公道化する制度
（寄附、無償使用、買取）

B 段差解消等の制度（段差解消等）

C 上記の制度利用促進の支援

（整備、調査等、助成等、重点整備、誘導・周知）

【国交省のガイドライン】

重点的に整備すべき地域（重点地域）や路線を
選定し、優先して整備等を進めていくことが重要

【今後の検討の方向性】

・後退用地の公道化の促進や道路の段差解消等に向けた新たな取組を実施
・効果的かつ着実に推進するため、「重点地域」を定めて新たな取組を実施
・より効果的に事業推進を図るため、重点地域の中に、特に優先的に整備すべき路線を選定

【解決に向けた考え方】
・支障物の設置を防止する有効な取組による道路交通の円滑化
・L型側溝や電柱等の移設によるフラットな道路空間の創出
・申請者の寄附手続や道路整備費用等の負担軽減による寄附の促進
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狭あい道路対策事業の方向性及び新たな取組に関するパブリックコメントの実施について

３ 取組の進め方
（１）モデル地域での先行実施

【今後の検討の方向性】
・後退用地の公道化の促進や道路の段差解消等に向けた新たな取組を実施

・効果的かつ着実に推進するため、「重点地域」を定めて新たな取組を実施

・より効果的に事業推進を図るため、重点地域の中に、特に優先的に整備すべき路線を選定

• 今後の検討の方向性を踏まえた新たな取組について、次の進め方により、段階的に取組を推進します。

①-1 新たな取組をモデル地域で実施 ①-2 GISデータ等を活用した調査・
検討による
●重点地域の選定基準の検討
●特に優先的に整備すべき路線
（優先整備路線）の選定基準
の検討
・沿道建物後退状況
・広幅員道路への接続性 など

②-1
モデル地域での実証結果を踏まえた
新たな取組の検証
・取組内容の有効性
・寄附促進にむけたニーズ など

②-2
モデル地域での実証結果を踏まえた
重点地域の選定基準の検討
・制度の浸透状況に応じた重点
地域数の増減
・建て替えによらず拡幅が進む地
域の選定 など

③-1 新たな取組の内容を決定 ③-2 重点地域及び重点地域内の優先整備路線を決定

④ 重点地域における本格実施
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３ 取組の進め方
（２）モデル地域の選定

STEP１災害時の道路閉塞リスクの高い町丁目を抽出
・旧耐震基準で建てられた木造建築物棟数率が高い地域
・４ｍ未満の道路延⾧率が高い地域

STEP２道路閉塞リスクを活用し抽出した町丁目が隣接し
ている場合は町内会エリア等を踏まえてグルーピング

STEP３グループを次の条件で絞り込み
〇地域特性により抽出
・狭あい道路の数が少ない地域を除外（２路線以下）
・都市計画緑地内（将来緑地になる土地）を除外

STEP４グループを次の条件で絞り込み
〇検証に必要な実績を蓄積するため、近年の狭あい
協議件数が多い地区を選定

【国のガイドラインで示されている重点地域の考え方】（参考）
・災害リスクが高く、道路閉塞等による緊急車両の通行や
避難できないことが見込まれる地域
・狭あい道路が多く残る地域
・拡幅整備効果の早期発現が見込まれる地域など

小田周辺地区

二子周辺地区

幸町周辺地区

【モデル地域の選定】

（詳細な範囲は参考資料を参照）

選定フローに基づき以下の３地区を
モデル地域として選定しました。

・小田周辺地区
・幸町周辺地区
・二子周辺地区

• モデル地域の選定にあたっては、国のガイドラインで示されている重点地域の考え方を参考とし、より効果的に取組の効果を確
認できるエリアを次の手順により選定する。
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４ 新たな取組について

これまでの取組
対象区域:市全域（これまで）→モデル地域以外（今後も継続）

・後退用地の舗装整備

・登記手続（測量・図面作成を含む）（建設緑政
局が実施）

市
実
施

後
退
用
地
が

寄
附
さ
れ
る
場
合

公
道

・支障物撤去費用の助成（上限30万円（50%
助成））

助
成
等

・舗装整備

市
実
施

寄
附
さ
れ
な
い

場
合 ・舗装整備私

道

新たな取組（案）
（支援メニューの拡充）

対象区域:モデル地域
①狭あい協議や確認申請等で利用できる敷地や後退
位置の測量・図面作成

②電柱移設
③L型側溝の移設
④後退用地の舗装整備
⑤後退用地の寄附に必要な整備（縁石等による
後退位置の明示、市杭復旧等）
⑥登記手続（測量・図面作成を含む）
⑦現地調査を行い、助成金等の見込額を提示

市
実
施

後
退
用
地
が

寄
附
さ
れ
る
場
合

公
道

⑧隅切り用地を設ける場合、奨励金を交付
⑨支障物撤去費用の助成（建替計画がない
場合に限定。上限50万円（100%助成））

助
成
等

⑩舗装整備

市
実
施

寄
附
さ
れ
な
い

場
合 ⑪舗装整備

⑫私道に関する拡幅支援（調査・研究）
私
道

狭あい道路対策事業の方向性及び新たな取組に関するパブリックコメントの実施について

• これまでの取組については利用対象者を個人に限定していましたが、モデル地域において後退用地が寄附される場合は、法人も利用できることとします。

（１）新たな取組内容
• 後退用地の寄附促進・段差解消に向けて、申請者の寄附手続や道路整備費用等の負担軽減を図ります。
• これまで申請者が実施していた整備内容や手続を市が実施するなど、支援メニューを拡充する新たな取組を実施し、狭あい
道路の拡幅整備を効率的かつ着実に推進します。
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狭あい道路対策事業の方向性及び新たな取組に関するパブリックコメントの実施について

４ 新たな取組について

• 公道に沿った後退用地を寄附していただける場合、後退用地の寄附促進および段差解消を図るため、モデル地域で
は次の取組を本市が実施します。

取組
実施

２ｍ

（２）新たな取組の実施イメージ

• 新たな取組を推進するため、今年度から、まちづくり局に狭あい道路の拡幅整備を専門に対応する係を新設しました。こ
の部署で、寄附を行う際に複数の部署にまたがって行われていた諸手続や工事の実施等を一括して実施し、関係部署
と協議しながら一体的に進めることで、申請者の負担を減らし、また、寄附手続に必要な期間の短縮を図ります。

①狭あい協議等に利用できる
敷地や後退位置の測量・図面作成

後退後

②電柱の移設 ③L型側溝の移設

⑤後退用地の舗装整備他
公道移管に必要な整備

⑧隅切り用地を設ける場合、
奨励金を交付 ⑥後退用地の登記手続⑨支障物（塀等）の撤去費助成を拡充。

上限50万円、100%助成
（ただし建替計画がない場合に限定）

後退前
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狭あい道路対策事業の方向性及び新たな取組に関するパブリックコメントの実施について

５ 今後のスケジュール

R１２年度R１１年度R１０年度R９年度R8年度

重点地域にお
ける本格実施
を目指す

●
要
綱
改
正パブコメ

５
月

６
月

７
月

８
月

モデル地域での実証結果を踏まえた
・新たな取組の検証
・重点地域の選定基準の検討

ま
ち
づ
く
り
委
員
会

モ
デ
ル
地
域
で
の
取
組
開
始

新たな取組
の内容を決定

GISデータ等を活用した調査・検討による
重点地域及び優先整備路線の選定基準の検討

重点地域及び
優先整備路線
を決定

４
月

ま
ち
づ
く
り
委
員
会

• モデル地域での先行実施や新たな取組の検証等を踏まえて、令和11年度に新たな取組の内容や重点地域、優先整備路線
を決定し、令和12年度に重点地域における本格実施を目指します。

新たな取組をモデル地域で実施
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⇒ 裏面に続きます

詳しくはこちらから

狭あい道路を通行しやすくするため、皆さまがお持ちの後退用地（道路の中心から２ｍの範囲の土地）につい
て、寄附に関する支援の充実、段差解消などの改善にも取り組みます。
狭あい道路の後退用地を寄附していただける場合、モデル地域では本市が次の取組をまとめて実施します。

狭あい協議時に、市が
敷地や後退位置の測量・図面作成 電柱の移設 L型側溝の移設

後退用地の舗装整備他
公道移管に必要な整備

隅切り用地を設ける場合、
奨励金を交付 後退用地の登記手続

支障物（塀等）の撤去費助成を拡充。
上限50万円、100%助成
（ただし建替計画がない場合に限定）

資料２

狭あい道路の拡幅を進める新たな取組をモデル地域で始めます

本市では、幅員４ｍ未満の「狭あい道路」 の拡幅整備を促進するため、「川崎市狭あい道路拡
幅整備要綱」を定め、後退位置、後退部分の舗装や寄附等について、建築主や土地所有者の
方々と協議を行い、ご理解とご協力をいただき拡幅整備を進めています。

このたび、狭あい道路対策事業のより効果的かつ着実な推進に向け、モデル地域を設定して新た
な取組を開始するため、狭あい道路対策事業の方向性及び新たな取組について次のとおり市民の
皆様からご意見を募集します。

※狭あい道路 公道・私道を問わず、建築基準法第４２条第２項に規定された幅員４ｍ未満の道路

※
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• 建て替えにより建築物の後退は進んでいますが、課題が生じています。

• 狭あい道路は、公道・私道を問わず、建築基準法
（以下「法」という。）第42条第2項に規定された
幅員４ｍ未満の道路です。

• 敷地の防災、安全、交通、衛生等に支障が生じない
ように一定の空間を確保するため、狭あい道路沿いで
建て替え等を行う際、道路の中心から2mまで後退
する必要があります。

• 後退用地に建物や門・塀を設置することは、法で規
制されています。

• 一方で、後退用地に支障物（生け垣、自動車、自
動販売機など）を設置することや後退用地の仕上げ
や形状などについては、法で規制されていません。

従前の道

自動販売機が設置されている事例 バイク等が設置されている事例

• 重点地域の選定
モデル地域での検証後、その結果を踏まえ、閉塞リスクが高く、かつ、拡幅整備効果が大きいと見込まれる地域を
「重点地域」として選定し、新たな取組を実施することで、狭あい道路の拡幅整備を効率的かつ着実に推進します。
• 優先整備路線の選定
重点地域の中でも、広い道路への接続状況や沿道建物の後退状況などから、特に優先的に整備する必要性
が高い路線を「優先整備路線」として選定します。

• 後退用地の維持管理は土地所有者が行う必要があります。（寄附していただければ市が管理します。）

課題① 後退用地への支障物（自動販売機・自動車など）の設置
課題② 段差や電柱などによる通行の妨げ
課題③ 寄附手続きの手間や測量費等が負担となり寄附が進まない

• 狭あい道路及び周辺敷地において、防災上・生活衛生上の様々な支障があり、特に災害時には道路閉塞
により、避難や救出活動に影響を及ぼすおそれがあります。

• 狭あい道路の拡幅整備については、市民の皆様が所有する敷地の一部を道路状にする必要があるため、建
築物の建て替えの際に、建築主等の理解と協力の下で進めており、また、市内の狭あい道路は約400km
あり、拡幅には時間がかかりますが、次の観点から迅速に拡幅整備を進める必要があります。

① 大規模地震の切迫性を踏まえた整備の必要性
・震災時の道路閉塞の防止・避難、救出活動の円滑化による震災被害の最小化
② 高齢化の進行を踏まえた整備の必要性
・福祉車両等の利用増加に伴う、車両通行等の円滑化
・高齢者の避難への配慮として災害時に備えた広く安全な避難経路の確保
③ 生活利便性・経済活動への影響を踏まえた整備の必要性

・宅配便やタクシーなどの通行の円滑化による生活利便性や地域経済活動の向上

道路内の段差
電柱が緊急車両の通行に支障が生じていた事例

(杉並区HPより)

道路内に段差や道路標識がある事例

• モデル地域については、災害時に道路が閉塞するリスク、狭あ
い道路に面する敷地での建て替え件数の多さ、土地利用状
況等の地域特性を考慮し、小田周辺地区・幸町周辺地
区・二子周辺地区をモデル地域に選定します。（詳細な範
囲は、本パンフレットの表面のQRコードから市ホームページに
アクセスし、掲載されている資料をご確認いただけます。）

• 後退用地の公道化の促進や道路の段差解消等に向けてモデル地域で新たな取組を実施し、取組の有効性や
ニーズの有無などを検証します。（後退用地を寄附する場合に市が実施する支援メニューは次の表のとおりです。）

• 新たな取組をモデル
地域で実施し、取
組内容の検証等を
進め、令和12年度
に、重点地域での
本格実施を目指し
ます。

モデル地域外（これまでの取組を継続） モデル地域（新たな取組を試行）
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参考資料１ 小田周辺地区

田島中学校

小田公園

小田小学校

浅田小学校

小田一丁目中央公園
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２ 幸町周辺地区

幸町小学校

南河原小学校

ラゾーナ川崎プラザ

多摩川
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３ 二子周辺地区

多摩川多摩川

高津警察署

高津スポーツセンター
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